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中
国
の
農
地
収
用
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
的
リ
ス
ク
─
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ

田
原
史
起

特 集特 集
　

中
国
の
歴
代
王
朝
が
も
っ
と
も
恐
れ
て
き
た
政

権
動
揺
の
要
因
と
し
て
、
食
糧
危
機
、
農
民
反
乱
、

地
方
独
立
主
義
が
あ
る
が
、
現
代
の
農
地
収
用
問

題
は
こ
れ
ら
の
全
て
に
直
結
し
う
る
敏
感
な
イ

シ
ュ
ー
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
王
朝
」
の
主

宰
者
で
あ
る
中
国
共
産
党
も
、
土
地
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
に
は
と
り
わ
け
神
経
を
使
っ
て
き
た
。
そ

れ
で
は
目
下
の
政
府
に
よ
る
農
地
収
用
行
為
は
実

際
の
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
中
央
政
府
お
よ

び
中
国
共
産
党
中
央
の
支
配
体
制
に
動
揺
を
与
え

う
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を

示
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
際
の
政
治
的
リ
ス
ク

に
転
じ
う
る
見
通
し
を
示
し
て
お
き
た
い
。

●
シ
ナ
リ
オ
１―

食
糧
危
機

　

第
一
に
食
糧
危
機
の
シ
ナ
リ
オ
が
あ
る
。
こ
れ

は
あ
る
意
味
で
、
理
解
し
や
す
い
シ
ナ
リ
オ
で
あ

る
。
た
と
え
ば
参
考
文
献
③
は
、「
近
年
の
食
糧

減
産
を
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
重
要
な
原
因
は
耕

地
面
積
と
食
糧
作
付
面
積
の
減
少
で
あ
る
」
と
し
、

「
そ
の
う
ち
特
に
懸
念
さ
れ
て
い
る
の
は
、
農
外

転
用
増
に
よ
る
耕
地
の
減
少
で
あ
る
」、「
耕
地
の

急
減
は
中
国
の
各
種
開
発
区
の
急
増
に
よ
る
」
と

述
べ
る
。
そ
こ
で
は
、
開
発
区
の
設
置
→
農
地
収

用
→
耕
地
の
減
少
→
食
糧
減
産
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
食
糧
減
産
が
食

糧
自
給
率
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
中
国
が
輸
入
国

に
転
じ
れ
ば
、
万
一
の
際
の
食
糧
不
足
へ
の
対
応

が
困
難
に
な
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
国
内
政
治
の

混
乱
を
招
来
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
際
的
な
食
糧

安
全
保
障
リ
ス
ク
の
誘
因
と
も
な
る
。
一
九
九
四

年
の
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
米
国
ワ
ー
ル
ド

ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
）
の
報
告
書
（
参
考
文
献
④
）

が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
穀
物
輸
入
大
国
と

し
て
台
頭
す
る
中
国
が
、
他
の
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
穀
物
輸
入
国
と
の
激
し

い
輸
入
競
争
を
も
た
ら
し
、
世
界
の
穀
物
市
場
は

買
い
手
市
場
か
ら
売
り
手
市
場
に
な
る
と
い
う
。

　

そ
れ
で
は
第
一
に
、
耕
地
の
減
少
→
食
糧
減
産

と
い
う
シ
ナ
リ
オ
は
現
実
を
反
映
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
一
九
九
七
年
一
月
一
日
を
基
準
と
し
て

実
施
さ
れ
た
史
上
初
の
農
業
セ
ン
サ
ス
で
は
、
全

国
の
耕
地
は
約
一
億
三
四
〇
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
図
１
は
、

農
業
セ
ン
サ
ス
実
施
以
降
の
耕
地
面
積
と
食
糧
生

産
高
の
推
移
を
対
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

み
る
と
、
中
国
の
耕
地
面
積
は
最
近
一
〇
年
間
で

一
〇
ポ
イ
ン
ト
近
く
減
少
し
て
お
り
、
確
か
に
一

つ
の
ゆ
ゆ
し
き
事
態
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら

耕
地
の
減
少
は
、
目
に
見
え
る
形
で
は
食
糧
減
産

に
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
食
糧
生
産
高
は
毎
年
ジ

グ
ザ
グ
を
描
い
て
変
動
し
て
お
り
、
耕
地
面
積
よ

り
も
各
年
の
作
柄
や
土
地
生
産
性
な
ど
、
他
の
要

因
に
よ
り
多
く
影
響
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
開
発
区
の
設
置
→
耕
地
の
減
少
と
い

う
連
関
は
実
態
的
根
拠
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
図

２
は
、『
国
土
資
源
年
鑑
』
よ
り
一
九
九
九
年
以

降
の
耕
地
の
減
少
要
因
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
耕
地
減
少
要
因
の
推
移
を
み
て
み
る
と
、

開
発
区
の
設
置
を
含
む
「
建
設
用
地
へ
の
転
用
」

は
お
よ
そ
毎
年
二
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
で
、
全

体
の
減
少
幅
の
一
〇
～
二
五
％
程
度
を
占
め
る
に

過
ぎ
な
い
。
他
方
で
、
近
年
の
耕
地
減
少
の
一
番

大
き
な
原
因
は
生
態
環
境
保
護
の
た
め
の
耕
地
か

ら
の
転
用
、
い
わ
ゆ
る
「
退
耕
還
林
」
な
ど
の
政

策
的
措
置
に
よ
る
減
少
で
あ
る
。「
退
耕
還
林
」は
、

急
傾
斜
地
の
林
や
草
原
を
無
理
に
開
墾
し
て
作
っ

た
耕
地
を
、
助
成
措
置
を
採
っ
て
も
と
の
林
や
草

原
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
減
少
幅
全
体
の

四
六
～
七
八
％
を
占
め
て
き
て
お
り
、
中
国
の
耕

地
減
少
の
主
た
る
原
因
と
呼
ぶ
に
値
す
る
。

　

以
上
か
ら
、「
地
方
政
府
の
開
発
区
設
置
な
ど
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図１　耕地面積、食糧生産高の推移（1997年を100とした場合）

（出所）�『中国土地資源年鑑』2000,�
2001,�2002,�2003,�2004,�
2005,�2006年版，および『中
国農業年鑑』2006年版を参
照して筆者作成。1997年の
耕地面積については第一回農
業センサスの数値を用いた。
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の
農
地
収
用
行
為
が
耕
地
の
減
少
を
引
き
起
こ
し
、

食
糧
生
産
の
減
少
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
の
イ

メ
ー
ジ
は
全
く
の
誤
謬
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

実
態
と
し
て
は
、
近
年
の
耕
地
面
積
の
減
少
は
食

糧
減
産
を
も
た
ら
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
耕
地
の

減
少
は
開
発
区
の
設
置
な
ど
で
は
な
く
、
中
央
政

府
の
マ
ク
ロ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
と
し
て
、

「
政
策
的
に
」
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
シ
ナ
リ
オ
２―

農
民
反
乱

　

農
地
の
収
用
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
「
失
地
農

民
」
の
抗
議
行
動
に
よ
り
、
中
央
政
府
の
政
治
的

安
定
性
が
動
揺
す
る
可
能
性
は
ど
の
程
度
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
失
地
農
民
を
め
ぐ
る
リ
ス
ク
は
、
収

用
時
の
衝
突
リ
ス
ク
と
、
収
用
後
の
生
活
保
障
の

喪
失
に
よ
る
社
会
不
安
リ
ス
ク
の
二
つ
に
分
解
で

き
る
。

　

第
一
に
、
農
地
収
用
時
の
衝
突
が
農
民
反
乱
の

発
生
を
招
く
リ
ス
ク
に
つ
い
て
。
我
々
が
し
ば
し

ば
目
に
す
る
国
外
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
で
は
、
た
と

え
ば
「
農
村
で
は
都
市
化
や
工
業
開
発
区
設
立
を

進
め
る
行
政
側
が
農
地
を
囲
い
込
む
ケ
ー
ス
が
急

増
」
し
、「
昨
年
（
二
〇
〇
三
年―

引
用
者
）
一

月
か
ら
一
一
月
末
ま
で
に
全
人
代
に
直
訴
に
訪
れ

た
人
は
前
年
同
期
比
で
三
割
増
の
一
万
七
千
件
。

立
ち
退
き
関
係
が
多
く
、
農
民
の
直
訴
の
六
割
は

土
地
関
係
」
な
ど
と
報
道
さ
れ
て
い
る
（『
朝
日

新
聞
』
二
〇
〇
四
年
一
月
一
六
日
）。
こ
う
し
た

農
民
の
「
抗
議
行
動
」
の
報
道
は
、
そ
れ
を
受
け

止
め
る
国
外
の
市
民
の
側
に
馴
染
み
の
あ
る
構
図
、

す
な
わ
ち
「
国
家
」
対
「
農
民
」
と
い
う
対
立
の

図
式
を
呼
び
起
こ
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
中

国
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
こ
う
し
た
構
図
を
持
ち
込

ん
で
考
え
る
こ
と
は
、
大
き
な
誤
解
を
生
む
も
の

で
あ
る
。

　

中
国
の
農
地
収
用
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た

め
に
は
、「
国
家
」（
中
央
政
府
）
と
「
農
民
」
以

外
に
、
少
な
く
と
も
「
地
方
政
府
」
と
い
う
重
要

な
ア
ク
タ
ー
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
（
表

１
）。
ポ
イ
ン
ト
は
、
第
一
に
、
中
国
の
農
地
収

用
イ
シ
ュ
ー
の
中
心
ア
ク
タ
ー
が
、「
国
家
」（
中

央
政
府
）
対
「
農
民
」
で
は
な
く
、「
地
方
政
府
」

対
「
農
民
」
の
関
係
を
主
軸
と
す
る
こ
と
、
第
二

に
、「
国
家
」（
中
央
政
府
）
は
農
地
収
用
の
主
体

と
な
る
こ
と
が
少
な
く
、
む
し
ろ
地
方
政
府
の
農

地
収
用
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ア
ク
タ
ー
と

し
て
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
失
地
農
民

の
抗
議
の
対
象
は
中
央
政
府
で
は
な
く
、
土
地
収

用
に
お
い
て
直
接
手
を
下
す
末
端
幹
部
で
あ
る
と

い
う
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
三
農

問
題
」
の
解
決
を
筆
頭
に
掲
げ
る
現
在
の
中
央
政

府
の
基
本
的
利
害
は
農
民
と
一
致
し
て
お
り
、
農

民
た
ち
の
側
も
中
央
政
府
の
威
光
を
借
り
て
、
中

央
の
農
村
政
策
を
バ
ッ
ク
と
し
て
地
方
政
府
、
末

端
政
権
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
抗
議
行
動
の
発
生
は
末
端
レ
ベ
ル
や
せ
い
ぜ
い

県
レ
ベ
ル
で
の
一
時
的
動
揺
を
も
た
ら
す
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
中
央
政
府
の
支
配
の
土
台
を
揺
る
が

す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
、
農
地
収
用
を

め
ぐ
る
構
造
的
な
矛
盾
が
末
端
レ
ベ
ル
の
ミ
ク

ロ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
で
、
中

央
レ
ベ
ル
の
政
治
的
安
定
性
は
む
し
ろ
高
ま
る
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
（
参
考
文
献
②
）。

　

第
二
に
、
土
地
収
用
後
の
失
地
農
民
の
、
そ
の

後
の
生
活
保
障
に
関
す
る
リ
ス
ク
で
あ
る
。
農
地

収
容
は
、
必
然
的
に
、
三
〇
年
契
約
で
そ
の
耕
地

の
使
用
権
を
与
え
ら
れ
、
経
営
を
行
っ
て
き
た
農

民
が
、
そ
の
時
点
で
主
要
な
生
活
手
段
を
失
う
こ

と
を
意
味
す
る
た
め
、
短
期
的
と
い
う
よ
り
は
社

会
全
体
の
中
期
的
な
不
安
定
化
要
因
と
な
り
う
る
。

典
型
的
に
は
、
土
地
を
失
っ
た
農
民
が
都
市
に
流

入
し
て
ス
ラ
ム
を
形
成
し
、
社
会
治
安
が
乱
れ
る

こ
と
、
ま
た
土
地
収
用
に
対
す
る
運
動
体
が
形
成

さ
れ
、
政
府
に
た
い
し
生
活
保
障
を
め
ぐ
る
抗
議

行
動
を
起
こ
す
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
可

能
性
は
や
は
り
低
い
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
失
地
農
民
対
策
は
や
は
り
各
省
で
取

り
組
む
べ
き
事
業
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に

各
地
で
失
地
農
民
を
対
象
と
し
た
社
会
保
障
の
試

み
が
大
々
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

省
レ
ベ
ル
の
取
り
組
み
と
し
て
は
、
失
地
農
民
へ

の
職
業
訓
練
を
施
し
た
後
に
都
市
市
民
と
同
様
の

待
遇
で
養
老
保
険
、
医
療
保
険
な
ど
に
加
入
さ
せ

る
浙
江
省 

（『
農
民
日
報
』
二
〇
〇
三
年
一
二
月

八
日
）
や
、
全
省
で
失
地
農
民
を
対
象
と
し
た
失

業
保
険
を
導
入
し
た
四
川
省
の
事
例
（『
農
民
日

報
』
二
〇
〇
四
年
七
月
六
日
）
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、「
点
」
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
事
例
を

も
っ
て
「
面
」
を
推
し
量
る
こ
と
は
危
険
だ
が
、

中
国
で
は
政
府
が
本
気
で
取
り
組
む
事
業
の
展
開

速
度
は
き
わ
め
て
速
い
の
で
、
失
地
農
民
の
生
活

保
障
問
題
は
早
晩
、
解
決
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
都
市
近
郊
農
民
の
あ
る

図２　耕地減少要因の推移（単位:�万ha）

（出所）�『中国土地資源年鑑』2000,�2001,2002,�2003,�2004,�2005,�2006年版を
参照して筆者作成。
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表１　農地収用問題の基本アクター
アクターの分類 含まれうるプレイヤー 利害関係 他のアクターとの連関

国　　家
中央政府、省・市政府、
地区級市政府、各種メ
ディア

マクロ・コ
ントロール
の貫徹

関連法規の整備、検査を通
じた地方政府アクターの制
御、失地農民利益の保護

地方政府
地区級市政府、県・市
政府、郷・鎮政府、行
政村幹部、私営企業

地方財源・
私的利益の
拡大

国家アクターのコント
ロール回避、失地農民
の抵抗阻止・封じ込め

失地農民 失地農民、村民小組幹
部、行政村幹部

生活手段の
防衛

地方政府アクターへの
抵抗、国家アクターへ
の依拠

（出所）筆者作成。
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種
の
「
強
靱
さ
」
と
い
う
特
質
に
絡
む
。
農
家
経

済
と
い
う
も
の
は
、基
本
的
に
農
地
経
営
＋
副
業・

出
稼
ぎ
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

収
益
は
高
く
な
い
が
安
定
し
た
収
入
と
食
糧
を
確

保
で
き
る
農
地
経
営
部
分
と
、
収
益
は
高
い
が
多

少
の
市
場
リ
ス
ク
が
伴
う
副
業
を
並
列
さ
せ
る
こ

と
で
、
利
益
の
最
大
化
と
収
入
の
安
定
化
を
同
時

に
図
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
都
市
近
郊
農
村
で

あ
れ
ば
副
業
の
種
類
も
多
く
、
農
地
経
営
よ
り
も

副
業
が
主
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
失
地
農

民
と
い
う
の
は
基
本
的
に
都
市
近
郊
農
民
で
あ
る

か
ら
、
農
地
に
生
活
の
糧
を
一
〇
〇
％
依
存
し
き

る
場
合
は
少
な
く
、
何
ら
か
の
副
業
に
従
事
し
て

い
る
場
合
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
失
地

＝
生
活
保
障
の
完
全
喪
失
と
は
な
ら
な
い
。

●
シ
ナ
リ
オ
３―

地
方
独
立
主
義

　

前
述
の
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
に
比
較
す
る
と
、「
地

方
主
義
リ
ス
ク
」
は
中
央
当
局
が
農
地
収
用
問
題

を
重
視
す
る
こ
と
の
本
音
の
部
分
に
近
い
よ
う
に

思
え
る
。
つ
ま
り
土
地
収
入
を
裏
金
と
し
た
地
方

政
府
が
独
自
性
を
強
め
、
こ
の
こ
と
が
中
央
法
規
、

政
策
の
浸
透
を
妨
げ
、
中
央
統
治
の
正
当
性
を
動

揺
さ
せ
る
リ
ス
ク
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
（
独

立
）
主
義
へ
の
主
観
的
リ
ス
ク
の
高
さ
に
は
、
歴

史
的
背
景
が
あ
る
。
一
つ
は
、
大
一
統
を
こ
と
の

ほ
か
重
ん
ず
る
中
華
王
朝
以
来
の
政
治
文
化
（
参

考
文
献
⑥
）
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
こ
に
革
命
政

党
と
し
て
、
四
方
を
敵
に
囲
ま
れ
た
中
で
長
期
の

戦
争
を
闘
っ
て
き
た
共
産
党
の
根
拠
地
の
歴
史
が

折
り
重
な
っ
て
い
る
。
執
政
党
と
な
っ
て
以
後
も
、

中
央
当
局
の
目
の
届
か
な
い
地
方
や
基
層
の
独
立

的
な
動
き
に
対
す
る
き
わ
め
て
高
い
警
戒
心
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
、
人
民
共
和
国
建
国
初
期
、
東

北
、
華
東
の
「
独
立
王
国
化
」
を
企
て
た
と
さ
れ

る
高
崗
・
饒
漱
石
の
事
件
や
、
広
東
省
の
「
地
方

独
立
主
義
」
批
判
（
参
考
文
献
⑦
）
な
ど
を
端
緒

と
し
て
、
随
時
、
現
れ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
文
脈
の
な
か
に
お
い
て
み
た

際
、
い
ま
農
地
収
用
問
題
を
中
央
政
府
が
重
視
す

る
こ
と
の
真
の
理
由
に
改
め
て
気
づ
く
。
市
場
経

済
の
下
で
、
い
ま
や
土
地
資
源
は
地
方
主
義
形
成

の
重
要
な
資
源
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
政
府
が
土

地
資
源
を
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る

理
由
は
、
土
地
資
源
の
管
理
が
地
方
政
府
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
中
央
政
府
は
土
地
法
規
の

整
備
を
急
ぐ
と
と
も
に
、
政
治
的
な
措
置
を
採
っ

て
、「
地
方
主
義
勢
力
」
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
農

地
を
回
復
す
る
「
闘
い
」
を
繰
り
広
げ
て
い
る
と

も
い
え
る
。
一
つ
は
二
〇
〇
四
年
を
ピ
ー
ク
と
す

る
「
開
発
区
」
の
撤
廃
措
置
、
そ
し
て
も
う
一
つ

は
二
〇
〇
七
年
に
展
開
さ
れ
た「
土
地
違
法
行
為
」

の
摘
発
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
「
開
発
区
」
の
撤
廃
措
置
の
急
速
な
展
開

は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
地
方
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
も
あ
る
。
国
土
資
源
部
は
二
〇
〇
三
年
八
月

以
来
、
発
展
計
画
委
員
会
、
監
察
部
、
建
設
部
、

審
計
署
と
共
同
で
一
〇
組
の
監
督
グ
ル
ー
プ
を
構

成
し
、
各
部
の
リ
ー
ダ
ー
が
率
い
て
、
三
期
に
分

け
て
三
一
の
省
（
市
、
自
治
区
）
に
対
し
監
督
・

査
察
を
行
っ
た 

（『
農
民
日
報
』
二
〇
〇
三
年
九

月
二
九
日
）。
省
レ
ベ
ル
以
下
の
開
発
区
へ
の
審

査
は
特
に
厳
格
に
行
わ
れ
、
二
〇
〇
四
年
の
前
半

数
カ
月
で
、
廃
止
さ
れ
た
開
発
区
は
三
七
六
三
、

審
査
し
て
削
減
し
た
面
積
は
一
四
〇
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
土
地
の
返
還
面
積
は
一
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
以

上
、
耕
地
を
回
復
し
た
面
積
は
一
一
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
っ
た
（
参
考
文
献
⑤
）。

　

次
に
「
違
法
案
件
」
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て

は
、
二
〇
〇
六
年
以
降
の
取
り
締
ま
り
強
化
が
目

立
っ
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
五
年
ま
で

の
違
法
収
用
の
規
模
は
、
農
地
収
用
全
体
の
五
～

一
五
％
を
占
め
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
（
参
考
文
献

①
、
五
七
ペ
ー
ジ
）
が
、
二
〇
〇
六
年
度
に
発
見

さ
れ
た
土
地
違
法
案
件
は
、
立
案
件
数
、
関
係
す

る
土
地
面
積
と
も
に
二
〇
〇
五
年
度
に
比
べ
、
大

き
く
上
昇
し
た
と
い
う
。
こ
の「
跳
ね
返
り
現
象
」

を
受
け
て
、二
〇
〇
七
年
現
在
、「
違
法
土
地
案
件
」

へ
の
取
り
締
ま
り
が
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
て
い
る
。

土
地
違
法
行
為
は
一
三
万
件
、
関
連
の
土
地
面
積

が
一
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
度

中
に
新
し
く
発
見
さ
れ
た
も
の
が
九
万
五
〇
〇
〇

件
、土
地
面
積
が
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
（『
農

民
日
報
』
二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日
）。
ま
た

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
、
全
国

で
土
地
違
法
行
為
に
よ
っ
て
政
治
処
分
を
受
け
た

幹
部
は
八
六
九
八
人
、
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
幹

部
が
一
二
二
一
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち

二
〇
〇
六
年
度
一
年
間
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ

三
六
％
、
四
一
％
の
高
率
を
占
め
て
い
た
（『
農

民
日
報
』
二
〇
〇
七
年
九
月
二
四
日
）。
実
際
の

と
こ
ろ
は
、
こ
の
間
に
違
法
行
為
そ
の
も
の
が
増
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加
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
逆
に
中
央
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
厳
格
化
し
た
結
果
、「
違
法
」
と
み
な

さ
れ
る
土
地
取
引
が
増
加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
「
土
地
違
法
行
為
」

の
摘
発
は
、
農
地
収
用
問
題
を
め
ぐ
る
中
央
政
府

の
警
戒
意
識
が
、
土
地
を
め
ぐ
っ
て
の
「
地
方
主

義
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
国
土
資
源
部
執
法
監
察
局
局
長
の
張
新

宝
は
、「
現
在
の
土
地
違
法
行
為
の
跳
ね
返
り
現

象
は
顕
著
で
、
土
地
利
用
総
体
規
画
を
書
き
換
え

た
り
、
開
発
業
者
と
組
ん
で
虚
偽
の
出
譲
を
行
っ

た
り
、『
以
租
代
徴
』（
正
規
の
土
地
収
用
手
続
き

を
採
ら
ず
リ
ー
ス
の
形
式
で
土
地
転
用
を
行
う
こ

と―

引
用
者
）
な
ど
を
行
っ
て
い
る
が
、
た
ち

の
悪
い
土
地
違
法
行
為
に
は
た
い
て
い
、
地
方
政

府
が
関
わ
っ
て
い
る
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る

（『
農
民
日
報
』二
〇
〇
七
年
三
月
三
一
日
）。
特
に
、

市
、
県
指
導
部
が
政
治
的
功
績
を
求
め
、
企
業
を

誘
致
す
る
た
め
に
違
法
行
為
を
支
持
、
黙
認
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
。

●
王
朝
の「
主
観
的
リ
ス
ク
」と
し
て
の

地
方
主
義

　

三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
う
ち
、
第
一
の
食
糧
危
機

は
、
一
部
の
危
機
論
者
の
認
識
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
く
、
実
態
と
し
て
は
十
分
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

さ
れ
た
耕
地
管
理
が
行
わ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と

も
耕
地
の
減
少
に
起
因
す
る
食
糧
危
機
発
生
の
可

能
性
は
き
わ
め
て
低
い
と
い
え
る
。
こ
の
食
糧
安

全
保
障
リ
ス
ク
は
実
の
と
こ
ろ
、中
央
政
府
の「
主

観
的
リ
ス
ク
」
と
し
て
も
さ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
第
二
の
農
民
反
乱
の
シ
ナ
リ
オ
を

導
く
、
耕
作
地
を
失
っ
た
農
民
の
不
満
が
中
央
政

府
に
向
け
ら
れ
る
「
失
地
農
民
リ
ス
ク
」
も
小
さ

い
。
分
散
的
な
農
民
の
反
乱
は
末
端
幹
部
の
「
不

正
」
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
中
央
政
府
に
よ
る
支

配
の
正
当
性
に
ま
で
挑
戦
し
て
く
る
可
能
性
は
ほ

と
ん
ど
無
い
。失
地
農
民
問
題
は
解
決
す
べ
き「
社

会
問
題
」
で
は
あ
っ
て
も
、
中
央
政
府
の
動
揺
を

も
た
ら
す
よ
う
な
リ
ス
ク
要
因
で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
三
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
う
ち
、
客
観

的
リ
ス
ク
と
し
て
相
対
的
に
危
険
度
が
高
く
、
少

な
く
と
も
中
央
政
府
が
胸
に
抱
く
主
観
的
リ
ス
ク

と
し
て
か
な
り
高
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
地
方
独

立
主
義
で
あ
る
。
中
央
政
府
が
農
地
収
用
に
関
し

て
も
っ
と
も
警
戒
し
て
い
る
の
は
、
中
央
法
規
か

ら
の
地
方
政
府
の
逸
脱
行
為
や
土
地
収
益
を
め
ぐ

る
レ
ン
ト
シ
ー
キ
ン
グ
行
為
に
よ
り
、
中
央
政
府

の
マ
ク
ロ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
が
低
下
す
る
こ

と
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
そ
の
場
合
に
警

戒
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
省
レ
ベ
ル
の
地
方

で
は
な
く
、
む
し
ろ
県
レ
ベ
ル
や
郷
鎮
レ
ベ
ル
、

さ
ら
に
は
村
レ
ベ
ル
の
「
ミ
ク
ロ
地
方
主
義
」
で

あ
る
。
中
央
政
府
は
本
音
の
部
分
で
も
っ
と
も
警

戒
し
て
い
る
ミ
ク
ロ
地
方
主
義
の
存
在
に
言
及
す

る
こ
と
は
比
較
的
少
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
警
戒
心

を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
第
一
の
食
糧
危
機
の
シ
ナ

リ
オ
を
好
ん
で
用
い
、
農
地
収
用
問
題
を
語
っ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ど
の
よ
う
な
イ
シ
ュ
ー

で
あ
れ
、「
政
治
的
リ
ス
ク
」
に
つ
い
て
中
央
政

府
の
語
る
言
葉
を
そ
の
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（
た
は
ら　

ふ
み
き
／
東
京
大
学
大
学
院
総

合
文
化
研
究
科
准
教
授
）
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